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司会 あi)がとうございます.結棺は東近非常に大き

な問題となって,皆さ/vL､配なさ-.)ていると思いますが.

ひとつだけ確認したいのですが.2030年までに新 しい

結棺の患者数をゼロにするということですか.

近藤 いいえ.結桟を根絶するということは結相恩音

数をゼロにするということではなくて,現在人ulOJj一対

12程度の結柁菌練抹陽性新登録率を人LllOJj対0.11㍗卜

にするということと.国民の99%が結柁末感染の状態に

且ot

するということです.今のところ中間目標を達成してい

ないので,厚生省は危樺感を抱いております.

司会 あl)がとうございました.ここまでで三人の先

生方に,細菌とウイルスの感染が今,どういう状況になっ

ているかということにつきまして非常に簡潔にお話しい

ただきました.続きまして.いわゆる感染症新法につき

まして片桐先生にお話しをお願いしてあります.ではよ

ろしくお願いします.

4 )いわゆる感染症新法について
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緒 言

明治30年 (1897年)の伝染病予防法 を中心 とL.たこ

れまでの感染症対策は.ヒ トからヒ トへの ｢伝染｣ を

｢社会的に｣防ぐことに i:.眼を置いたものであり,新興 ･

再興感染症の出硯.同上くの公衆衛生水準や健康意識の向

上 医学 ･医棟の進歩.人権の尊重及び行政の公正透明

化-の要請とい-〕た諸環境の変化に対応できなくなって

いることが指摘 されてきた.これをせけ,今般.｢感染

症の予防及び感簸症の患者に対する医療に関する法律｣

(いわゆる感毅疲新法)が制定された,

1 感染症 新法制定の経過

平成8奪ア厚生省内で ｢伝毅病予防法見直 し｣の意思

決定がなされ,翌平成 9年,公衆衛生審議会伝療病予防

部会に設置された基本問趨検討小委Jt議会での18回にわた

る検討を経て報告書が出された.法案は.伝染病予防法.

性病予防法†後天性免疫不全症候群の予防に関する法律

(エ宥ズ予防法)の廃止を盛 り込んだものであ り,平成

1叫･'A9月25rl成立.同10HiH.~】に公布され.平成11年 J

i.llⅠは り施行された.

2 感染症 の発生 ･拡大に備えた事前対応型

行政の構築

事前対応型行政の構築の柱として,感染症発生動向調

査体制を整備するとともに,河が ｢感毅症の予防の給食

的な推進を阿るための基本的な指針 卜娃本指針 )｣及び

イン7)i/エンザ.エ(ズ.性感染症についての ｢特定感

染症予防指針｣を策定,県が ｢感巣症予防計画｣を策定

し,感染症対審を計画的,総合的に推進することとされ

た.

感染症発牛動向調査は,患音全数(/)届出に加え.指定

届出機関 (定点医療機関)からの週単位または月単位で

の届出がある.主な留意点は次のとお りである.

①届出対象疾患の拡大

②疑似症患者及び無症状病原体保有者 :一類感染症は擬

似症患者及び蕪症状病原体保有者はすべて患者とみな

危機管理体制

されるが,∴蛾感染症は政令で定めるもの し略+7ス.

パラ+7ス.コレラ.細菌性本科)の疑似症患者のみ

が忠符とみなされ,軽症状病原体保育者は該当しない

(法に定める入院の対象とならない).

耳届出先 :従来,市町村長等を経由して保健所長あて届

け出るものであったが,今後は最寄 りの保健所長 (節

潟市を含む :以下同じ)を経由し都道府県知寧 (新潟

市の場合は新潟市長 :1､1卜l司じ1あてに届けlLl'.ること

となる.

⑥構極的疫学詞登と情報の公表 :関係者の健康診断や物

件の消毒等に加え.必要に応じての積極的疫学調査や.

個人情報の保護に留意しながら予防のための情報を栢

棲約に公衆することが規定された.

3 感染症類型と医療体制の再構築

近年の医学的知見や感染症を取 り巻 く状況に基づ き,

病原体の感染力,感染経路.対応手段等の視点から,秦

1のとおり.感染症類型の兄G.しがなされた.

また,医頼体別についても.各感染!ilt:.類型に応 じて良

質かつ適切な医療を提供していく観点から,現行の信菓

病予防法で規定されている市町村の伝染病院等の設置義

務に代わって,厚生大臣が指定する特定感染症指定医療

機関,県知事が指定する第--種感免疫指定医療機関及び

第 二陣感染症指定医療機関が法定化され,表2のとお り

再構築が行われた.

加えて,感染症医癖は,第 ･種及び第 L_種感染症指定

医療機関ばかりでなく,一般の医療機関においても提供

されることに留意すべ きである.例えば. ･常i感染症 又

は二額感染症の患者であってあ,最初に診察を受ける医

療機関は指定医療機関以外のところである場合が多 く,

三瀬叉は四類感染症の患者については予原則的に一般の

医療機関で医療が提供される.

医療提供の基本的な考え方として,F感液予防を担保

しながら,可能な限り一般の医療の延長線上において提

供されるべ きである｣ ことが明記 されてお り,従来の

｢隔離｣とnう考え方が根本から見直されたものと認識

される,



新興 .再興感央症

寮五 感免疫新法における届出対象疾磨 く太字は新規対象疾患)
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【･類感範症】

ベスト

エボラ出血熱

クリミア ･コンゴ出血熱

マールブルグ病

ラ､ソサ熱

【二頼感染症】

腸チフス

パラ+7ス

ジフテリア

コレラ

細菌性赤痢

急性灰白髄炎 (ポリオ)

【一･滴 感染柾】

腸管出血性大腸菌感染症

lP_q類感穀柾 (全数把握)】

巾()しス憶肝炎 L急性のみ)

黄熟 Q熱 狂犬病

クリプ トスポリジウム症

後天性免疫不全症候群

梅寒 マラリア 発疹チフス

アメ-バ赤痢 破傷風

回帰熱 ツツガムシ病

オウム病 レジオネラ症

ライム病 腎症候性出血熱

デング熱 B ウイルス病

日本紅斑熱 エキノコックス症

ジアルジア症

髄膜炎歯性低膜炎

乳児ボツリヌス症

劇症型溶血性 レンサ球菌感染症

クロイツフェル ト･ヤコブ病

ハンタウイルス肺症候群

炭痕 ブルセラ症

先天性風疹症候群

F.1本脳炎

バンコマイシン耐性腸球菌感染症

コクシジオイデス症

【Pq類感染症 (定点把握)】

インフルエンザ

性器クラミジア感免疫

麻 しん

メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症

百日咳

A 群溶血性 レンサ球菌咽頭炎

流行性耳下腺炎 風疹

永痘 淋菌感染症

性器へ)Lベスウイルス感熊症

尖形コンジローム

急性脳炎 ほ 奉脳炎を除 く)

細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎

感染性胃腸炎 咽頭結膜熱

急性出血性結膜炎

手足口病 伝毅性紅斑

突発性発疹 ヘ ルパンギーナ

流行性角結膜炎

マイコプラズマ肺炎

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

薬剤耐性緑膿菌感染症

クラミジア肺炎 (オウム病 を除 く)

喪望 感染症類型と医療体制の再構築

感染症類型 主な対応 医療体制 医療費負担

斬感染症 萱原則として入院 特定感染症指定医療機関 全額公費 (医療保

(国が指定,全国に数か所) 険適応ない

-類感染症 第-種感染症指定医療機関 医頼保険適応残額は公費で負担し入院について)

(ペス ト,エボラ出血 (都道府県知事が指私 各都道府県

熱等) に1か所)

二牽感簸症 状況に応 じ入院 第二榎感染症指定医療機関

(コレラ,細菌性赤痢 (都道府県知事が指私 各二次医療

響) 圏に 1か所)

三類感染症(0157感染症等) 特定業務-の親常制限 一般の匪摩博問 医療保険適開く自己負担あり)
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寮3 新潟県における配置基準病床数

二次保健 配置基準病床 数 既存の伝教癖隔離病舎

医 療 圏 節-穫 第二種 併設親病院

村 上 4

新 発 田 琶 喜 連 葛B i 複 表音 1 6 覇量 6 県立新発田病院 豆0味1

新 津

新 海 新潟市民稀院 t30味)

港 .∴

長 岡 42 4暑 題意 確亀 ! 確呈 確確 長岡赤十字病院 (15床)

小 出

六 日町 県立六日町病院 (14味)

十 日町

.柏 崎

.卜 越 県立 中 央 病院 は0床)

糸魚 川

佐 渡 4 佐渡総 合柄院 (lo棟)

なお.末には示 Lていないが. 一類 -二類の 感 染症lリ､

外の既知の感染症で,これらに準 じた対応の必要が生じ

たものを政令で ｢指定感染症｣に指定 して対応する規定

も整備された.

感染症指定医療機関は,厚生 大臣の定める指定基準を

満たす感染症病床を有する医療機関を,轟 3の配置基準

に従い.県知事が指定するものである.

第-穫感巣症指定医療機関の指定基準は,全室個室で

空調設備 (､除圧制御),排 水性理設備等に特殊な設備を

要するものであるほか,院内検査体別.某中治療室,柄

床数 30()昧以 卜など病院の施設や粍能に特別の要件が必

要となる.配置基準として.県内に 1か所 L2)昧)指定

する必要があ り,平成u年度末を官途に,新潟市民病院

の指定を予定 している.

第二穫感簸症指定医療機関の指定基準は,従来の伝染

病隔離病舎 く及び併設する親病院)が概ねそのままで新

たな基準を満たせるよう設定されている｡配置基準 とし

ては二次保健医療憶ごとに 1か所 (計56床l指1ifする必

要があ り,従来の伝染病隔離病舎の存在する圏域 (新発

乳 新潟ヲ長靴 六日町,上越,佐渡)においては,隔

離病舎を併設 している病院 (親病院)を指宝 した.また,

隔離病舎のない 7圏域 (村上,新津,巻三条,小出,十

｢l町.仰 臥 糸魚岬 については.指定医療機関(T)あ り

方及びその候補 となる医療機関を含めて今後検討を進め

てい く.

Jl 患者の人権に配慮 した入院手続 の整備

従来,患者発生すなわち強制収容 (隔離)という対応

がなされてきたが,新法においては,一類叉は二類感染

症の患者が 入院する場合,まず.説明と同意に基づいた

入院を期待する入院勧告が制度化され.勧告に応 じない

場合のふ入院措置がとられることとなった.

勧告に従い入院する場 合でも.強制措置の場 合で も.

最初の入院 (応急入院)の期間は72時間用 句とされ,72

時間を超える入院 し本入院)が必要な場合には.保健所

ごとに設置する感染症診査協議会の意見 を聴いた上で,

来の伝染病刊坊法には退院に関する規',畏まなく.鞘扱い

上.菌の陰性化を確認 してから退院とされていたが,新

法のこ類感激症については,症状が消盤 した時点で退院

させなければならない.また,30日を超える長期 入院患

者からの行政不服審査請求に対 し,5日以内に裁決 を行

十手続の特例を規定するなど,T.一統保障のための数 多く

の 規 定 が 設 けられた.

5 まん延防止措置 の再整理

従来の伝染病予防法の偶々の規定の必要性 を吟味 し,

消轟をはじめ必要最小限の物件措置の規定のみが残され

た.

6 検疫体制 ･動物 由来感染症対策 の整備

エボラ出血熱等の病原体を媒介する危険がある動物 と

して,サル等の輸入禁止,輪Å検疫等の規定が創設 され

た.

7 おわりに

新 しい感染症対策の体系が円滑に機能 してい くために

は,医療機関及び医師会の皆様はもちろん,県民の十分

な御理解 中衛協力が必要不可欠である.実際に患者 に揺

する臨床医の先生方に,新 しい制度について十分な御理

解を賜るようお願い申し上げたい.

司会 あ りがとうございました,4月1日から施行 と

いうことですが,詳細がまだなかなか煮詰 まっていない

ようです.ご質問ございますか.

萩尾 第-種感染症指定医療機関として新潟市民病院

を挙げるのはどなたも異論のないところかと思いますが,
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市民病院が業際に稼動するのほ何時頃からと捉えてよろ

しいので しょうか.

片桐 現時点ではできるだけ早くしたいと思一･.〕ていま

守.第-一種感染症指定医療横間について ･lFこj23日の情報

ですと,東京都,大阪府,兵庫軌 沖縄県以外ではまだ

指定 されていません.雫は新潟市民病院の指定がで きる

まで.もし該当する患 者の発生がおこる状況が生 じた ら

大阪府にお願いをすることに しています.新潟市民病院

につ きまLては,で きれば平成11牢度中にしたいと思 -I.1

てお i)ます.

薄田 今まで私たちほ HⅠV の検査 を行 うときに患

者 さんの承諾をいただいてか ら行っていましたが,今後

新法が施行された後 もその部分･は残るのですか.

片桐 はい.いわゆるエイズ予防法が療止されま して

105

ち.基本的には HIV 検査につ きましては平成 5･6牛

ごろに暦数省から通知が来ておりますので,そのポリシー

は継続 されます.

薄田 もう-･つ.今凶の感染症新法に包括 されるのか

と思っていましたが,結核予防法は別に続 くわけですが,

これは.結棺が感染症の中で も特別なものとして捉 えら

れているのかなと思っていますが,その辺の事情 をお願

い しま寸.

片桐 2,3坪tIH)しきものを聞いたことがあるので.

は-.'きi)とした坪由は聞いてお りません.

司会 あ りが とうございました.では凝後に五十嵐先

牛お願い します.本学は HIV の基幹病院 として Ⅰ-1Ⅰ＼:'

の患者さんを取 り扱 っていますが,五十嵐先生はその中

心 となって関わっておられます.

5) HiV 感 染 症 を め ぐる最 近 の 進 歩 と

新 潟 東 学 医 学 部 附 属 病 院 の 取 り組 み に つ い 管

新潟大学医学部第二内科学教室 (主任 :下条文武教授)

五十 嵐 謙 一

P rog rpss in1---王IV In fe c ti()∩and S trategy of九･･1anagement

inN iig とl t a Uni＼･でrS恒･,Hospital

lieniぐhiIGARASHI

DcpartmcnlofJllt.,dL'rin()rI.
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ThLIHIV illfpction/ATDSisoneoftheemerginginfectiousdiseasesandhasbeen

spreading ＼＼･orld＼＼･･idp. The introduction of 1-Iighly Acti､,e Anti-RetroviralTherapy

冊AART)dramaもまcallyimprovesthepT咽nOSisofAIDSpatientsandanunderstanding

oi'viralalldTCelldynとimiesledtotheaim ofHAARTtoreducevirusloadtobelow

assElydetection. ButinJapan,thenumberofぐaSeSWithHI＼･'infect､ionisincreasing

andtheへ:1inistryorWplf､aI･eisorganizingthernedicalCares.vstem througholltthe
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